
別記様式第２号 

 会 議 概 要 

会 議 の 名 称 令和８年 第６回湧別町選挙管理委員会 

開 催 日 時 
令和８年３月２日（月）  ９時５５分 開会 

            １０時２５分 閉会 

開 催 場 所 上湧別コミュニティセンター ２階 中会議室 

出 席 者 名 
選管委員  髙橋委員長、佐藤委員、西原委員、近藤委員 

事 務 局  坂本事務局長、宍戸事務局次長、榎本書記 

欠 席 者 名 無し 

傍 聴 人 の 数 無し 

会 議 の 内 容 

（１）委員長挨拶 

（２）議案審議 

議案第 １ 号 

議案第 ２ 号 

議案第 ３ 号 

 

議案第 ４ 号 

議案第 ５ 号 

議案第 ６ 号 

選挙人名簿の登録者の抹消について 

選挙人名簿の登録（定時登録）について 

選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数、６分の１

の数及び３分の１の数について 

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の

一部を改正する規程の制定について 

（３）審議結果 

・議案第１号から議案第６号まで原案どおり議決。 

（４）その他 

  ・令和８年度当初予算案（選挙管理委員会分）を説明。 

会 議 資 料 
令和８年第６回湧別町選挙管理委員会議案 
※別冊資料については、個人情報が含まれているため非公開とします。 

会 議 録 
■ 有 （ □全文筆記   ■要点筆記 ） 

□ 無 

備 考  

 



 

令和８年 第６回選挙管理委員会会議録 

  

会 議 日 時 

令和８年３月２日（月） 

午前 ９時５５分開始 

午前１０時２５分閉会 

場 所 
上湧別コミュニティセンター 

２階 中会議室 

出 席 委 員 

 

の 氏 名 

髙 橋 直 司 
佐 藤 敏 正 
西 原 沙智恵 
近 藤 優 子 

委 員 会 に 

参 与 し た 

書 記 等 の 

氏 名 

坂本事務局長 

宍戸事務局次長 

榎本書記 欠 席 委 員 

の 氏 名 
無し 

付

議

事

件 

議案第 １ 号 

議案第 ２ 号 

議案第 ３ 号 

 

議案第 ４ 号 

議案第 ５ 号 

議案第 ６ 号 

選挙人名簿の登録者の抹消について 

選挙人名簿の登録（定時登録）について 

選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数、６分の１

の数及び３分の１の数について 

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の

一部を改正する規程の制定について 

議    事    の    経    過 

 

・議案第１号から議案第６号まで原案どおり議決。 

・その他として、令和８年度当初予算案（選挙管理委員会分）を説明。 



 

 

 

令 和 ８ 年 

 

 

 

第６回選挙管理委員会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和８年３月２日（月） 

午前１０時００分 

 

場 所   上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧別町選挙管理委員会



  

議案番号 件     名 頁 数 

議案第  １ 号 

 

議案第  ２ 号 

 

議案第  ３ 号 

 

 

議案第 ４ 号 

 

議案第 ５ 号 

 

 

議案第 ６ 号 

選挙人名簿の登録者の抹消について 

 

選挙人名簿の登録（定時登録）について 

 

選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数、

６分の１の数及び３分の１の数について 

 

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関す

る規程の一部を改正する規程の制定について 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

５ 

 

７ 

 

 

10 

 



 

 

 

 

議案第１号 

 

   選挙人名簿の登録者の抹消について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次のとおり湧別町

選挙人名簿の登録者を抹消する。 

 

 

記 

 

１ 死 亡      （公職選挙法第２８条第１号）  １９人 男   ８人 

                               女  １１人 

 

２ 転出後４箇月経過者（公職選挙法第２８条第２号）  ２０人 男   ９人 

                               女  １１人 

 

                       計   ３９人 

 

 抹消者氏名 別冊のとおり 

 

 

令和８年３月２日提出 

 

                       湧別町選挙管理委員会 

                        委員長 髙 橋 直 司 

    

 

 



 

 

 

 

議案第２号 

 

   選挙人名簿の登録（定時登録）について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により、次のとおり

湧別町選挙人名簿に登録する。 

 

 

記 

 

１ 転入者        ９人 男   ４人 

                女   ５人 

  

２ 新有権者       ３人 男   １人 

                女   ２人 

  

       計    １２人 

 

 登録者氏名 別冊のとおり 

 

 

令和８年３月２日提出 

 

                       湧別町選挙管理委員会 

                        委員長 髙 橋 直 司 

 

 

 



 

 

 

 

議案第３号 

 

選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数、６分の１の数 

及び３分の１の数について 

 

 令和８年３月１日現在において、湧別町選挙人名簿に登録されている者の総数の５０

分の１の数、６分の１の数及び３分の１の数は、次のとおりである。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

令和８年３月２日提出 

 

                       湧別町選挙管理委員会 

                        委員長 髙 橋 直 司 

 

参 考 

地方自治法 

 第７４条第１項  条例の制定又は改廃請求      ５０分の１  

 第７５条第１項  監査の請求            ５０分の１ 

 第７６条第１項  議会の解散請求           ３分の１ 

 第８０条第１項  議員の解職請求           ３分の１ 

 第８１条第１項  長の解職請求            ３分の１ 

 第８６条第１項  主要公務員の解職請求        ３分の１ 

          （副町長、選管委員、監査委員） 

 

市町村の合併の特例に関する法律 

 第４条第１項及び第５条第１項 

   合併協議会設置の請求       ５０分の１ 

 第４条第１１項及び第５条第１５項 

          合併協議会設置協議の投票の請求   ６分の１ 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 第８条第１項   教育長又は教育委員の解職請求    ３分の１ 



 

 

 

（選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数、６分の１の数及び３分の１

の数の告示） 

 

湧別町選挙管理委員会告示第  号 

 

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法

律第４条第１項及び第５条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を有する

者の総数の５０分の１の数、並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を有する者の総数の６分

の１の数、並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項、第８

６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による請

求を行う場合に必要な選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

 

 令和８年 月 日 

 

                     湧別町選挙管理委員会 

 

                      委員長 

 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数          １３３人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数         １，１０４人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数         ２，２０７人 



 

 

 

 

議案第４号 

 

   選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の４第７項の規定に基づき同法第 28

条の２第１項及び第 28 条の３第１項の申出に係る、令和７年１月１日から令和７年 12

月 31日までの選挙人名簿抄本の閲覧の状況を次の通り公表する。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

                       湧別町選挙管理委員会 

                        委員長 髙 橋 直 司 

 

参 考 

公職選挙法 

(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等) 

第二十八条の四 

７ 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二

十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で

定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合

にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管

理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 

 

公職選挙法施行規則 

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表) 

第三条の四 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本

人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどう

かの確認を行うためにした閲覧とする。 

２ 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

一 閲覧の年月日 

二 閲覧に係る選挙人の範囲 

三 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地 



 

 

 

（選挙人名簿抄本閲覧状況の告示） 

 

湧別町選挙管理員会告示第  号 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の４第７項の規定に基づき同法第 28

条の２第１項及び第 28 条の３第１項の申出に係る、令和７年１月１日から令和７年 12

月 31日までの選挙人名簿抄本の閲覧の状況を次のとおり公表する。 

 

 

令和８年 月 日 

 

                   湧別町選挙管理員会 

委員長 

 

閲覧年月日 

閲覧申請者の名称 

 法人の場合は、その名称及び代表者等の

氏名並びに主たる事務所の所在地 

利用目的 

の概要 

閲覧に係る 

選挙人の範囲 

令和７年 

６月 27日 

加藤政弘後援会 

代表者 佐野 宣雄 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

254人 

令和７年 

９月２日～３日・10日 

かりた智之と歩む後援会 

代表者 石本 武男 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

1,249人 

令和７年 

９月９日 
下田 英人 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

800人 

令和７年 

９月 26日・10月２日 
檜山 洋一 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

1,944人 

令和７年 

10月１日・３日・７日 
小形 秀和 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

2,649人 

令和７年 

10月６日～７日 
大野 真紀 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

2,036人 

令和７年 

10月７日・10日 
高田 映二 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

1,100人 

令和７年 

10月６日・９日 
村瀨 直由 

政治活動（選挙

運動含む） 

湧別町全域のうち 

1,260人 

※在外選挙人名簿抄本の閲覧はなし。 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

議案第５号 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

 

 湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

令和８年３月２日提出 

 

 

                        湧別町選挙管理委員会 

                         委員長 髙 橋 直 司 

 

 

提案理由 

 令和３年９月に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３

年法律第 40号）に基づき地方公共団体情報システムの標準化を図ることにより、湧別町

選挙事務取扱規程（平成 21年選挙管理委員会告示第２号）に定める投票所入場券の改正

が必要となったため制定するものである。



湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 

湧別町選挙事務取扱規程（平成21年選挙管理委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

様式第39号（第37条関係） 様式第39号（第37条関係） 

  

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



 

 

 

 

湧別町選挙管理委員会告示第  号 

 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

 

令和８年 月 日 

 

 

                     湧別町選挙管理委員会 

                      委員長 

 



 

 

 

 

議案第６号 

 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の一部を改正す

る規程の制定について 

 

 湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の一部を改正する規

程を次のように制定する。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

令和８年３月２日提出 

 

 

                        湧別町選挙管理委員会 

                         委員長 髙 橋 直 司 

 

 

提案理由 

 公職選挙法施行規則等の一部を改正する省令（令和７年総務省令第 111 号）が令和７

年 12 月に公布及び施行されたことにより、公職選挙法施行規則（昭和 25 年総理府令第

13 号。以下「規則」という。）に定める選挙人名簿の閲覧を申し出る際に用いる様式の

押印が廃止されたことから、同様式に準じて作成している湧別町選挙人名簿及び在外選

挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程（平成 21年選挙管理委員会告示第３号）に定める様

式を規則同様に改正するため制定するものである。



湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の一部を改正する規程 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程（平成21年選挙管理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 

  

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



 

 

 

 

湧別町選挙管理委員会告示第  号 

 

 

湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の一部を改正する規

程をここに公布する。 

 

 

 

令和８年 月 日 

 

 

                     湧別町選挙管理委員会 

                      委員長 

 

 



 

 

 

○その他 

 ・令和８年度 当初予算案（選挙管理委員会分）について（別冊） 

 

〇今後の各種会議日程について 

・令和８年度 北海道市町村選挙管理委員会連合会定期総会 

 ※書面開催 

 

・令和８年 第７回選挙管理委員会 

（１）開催日時 令和８年６月１日（月） 午前１０時００分（予定） 

（２）開催場所 上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件 定時登録について 

 

・令和８年 第８回選挙管理委員会 

（１）開催日時 令和８年９月１日（火） 午前１０時００分（予定） 

（２）開催場所 上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件 定時登録について 

 

・令和８年 第９回選挙管理委員会 

（１）開催日時 令和８年 12月１日（火） 午前１０時００分（予定） 

（２）開催場所 上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件 定時登録について 


